
教育振興基本計画に関する緊急提言 ―概要― 
 

平成２０年５月２０日 

教育再生懇談会 

 

政府において、新しい教育基本法に基づく教育振興基本計画が策定されようとしている。

この教育振興基本計画は、教育再生のために極めて重要な役割を担うものである。 
 
  教育は、保護者あるいは本人の所得、障害、地域、家庭や仕事の環境、年齢等の条件を

問わず、すべての人間の生涯に喜びと希望と糧をもたらすための重要な基盤であり、教育

立国として再生していかざるを得ない我が国においては特に、教育の機会均等が保障され

なければならない。ところが我が国ではその機会均等が揺らぎつつある。また、世界のグ

ローバル化に伴う国際的な人材育成競争が激化している中で、我が国の教育レベルの低下

が現実のものとなりつつある。 
 
  このような背景に鑑み、教育の再生によって我が国の将来を担う人間に夢と希望を与え、

国の未来を切り拓いていくために、これから策定される教育振興基本計画について、緊急

に以下の提言を行う。 

 

１ 教育再生への確実な取り組み 
・「留学生３０万人計画」および外国での研鑽の支援等の国家戦略としての実行 

・世界の共通言語としての英語教育の、国語教育等と矛盾しない形での抜本的強化 

・幼児教育の無償化、認定こども園の指定促進 

・新学習指導要領実施のための教員や教材の充実 

・専科教員確保を含めた教職員定数の改善 

・学校施設の耐震化 

・特別支援教育の充実 

・私学振興 

・高等教育の基盤的経費（国立大学運営費交付金、私学経常費補助金）の充実 等 

 

２ 財政基盤の確保 
教育の再生を図るためには、幼児教育から高等教育に至る多くの改革を、省庁の壁を

超えて、直ちに、かつ、総合的・抜本的に進める必要がある。そのためには、これらの

施策の実施を裏づける財政的基盤の確保が不可欠であり、今後の歳入改革も見通し、教

育への公財政支出を現在の対ＧＤＰ比３．５％から少なくとも他のＯＥＣＤ諸国並みの

対ＧＤＰ比５％にする等の具体的数値目標を教育振興基本計画に記述し、省庁総がかり

で、教育再生を着実に実現していくことが極めて重要である。 

 

３ 税制、地方の教育費、教育再生会議報告の実行 
・民間からの教育投資を促進するため、寄附に係る優遇税制について格段の充実・強化

を図ることが重要である。 

・地方交付税で措置されている図書費、教材費など教育のために措置されている財源が 

１００％子供たちのために使われるよう地方に対し強く促すことが重要である。 

・子供たちの体験活動、学校支援地域本部の全国展開、スポーツ、文化の振興、教育委

員会の機能強化はじめ、教育再生会議報告の提言を確実に実行することが重要である。 
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【別添】 

教育振興基本計画に関する緊急提言 

平成２０年５月２０日 

教育再生懇談会 

 
 政府において、新しい教育基本法に基づく教育振興基本計画が作成されようとしている。教育

振興基本計画は、今後１０年を通じて目指すべき我が国教育の姿を示すとともに、国としてこれ

から５年間に取り組むべき具体的な教育施策を明らかにするものであり、我が国の教育を再生し

ていく上で極めて重要な役割を担うものである。 

教育再生懇談会においては、これまで合宿集中審議を含め、３回の会合を開催し、教育再生

に向けた具体的な施策について検討を進めてきたが、現在作成されつつある教育振興基本計画

の重要性に鑑み、緊急に以下の提言を行うこととする。 

 

 

□ 教育の再生と財政基盤の確保 

 

教育は、一人一人の子供たち、若者たち、また年齢を問わず、すべての人間の生涯に喜びと

希望と糧をもたらすための重要な基盤である。我が国においては、教育立国として、所得の違い、

障害の有無、地域の違い、子育てや仕事の有無、その他の条件の違いによらず、教育の機会の

平等が保障されるべきである。しかしながら、我が国の教育の状況は、教育格差が問題になるな

ど機会均等が揺らぎつつある。 

また、世界のグローバル化に伴う国際的な人材育成競争は、先進諸国、経済新興国、発展途

上国等が入り乱れて、国家戦略のレベルで熾烈を極めており、その中で我が国の教育レベルの

低下への懸念が強まりつつある。 

これらの危機的な状況からの教育の再生を図るためには、以下に掲げる項目のみならず、幼

児教育から高等教育に至る多くの改革を、省庁の壁を超えて、直ちに、かつ、総合的・抜本的に

進める必要がある。そのためには、これらの施策の実施を裏づける財政的基盤の確保が不可欠

であり、今後の歳入改革も見通し、教育への公財政支出を現在の対ＧＤＰ比３．５％から少なくと

も他のＯＥＣＤ諸国並みの対ＧＤＰ比５％にする等の具体的数値目標を教育振興基本計画に記

述し、省庁総がかりで、教育再生を着実に実現していくことが極めて重要である。 

 

 

１．教育再生の実現と教育への公的投資の確保、地方における教育費の確保 

 

 教育再生懇談会においては、これまで、特に学校に入学する前の幼児教育などの乳幼児期

における教育、「留学生３０万人計画」の実現など大学の国際化、英語教育の抜本的強化、

子供と携帯電話の関わり、環境教育等について検討を進めてきた。 

 

 この中で、幼児期の教育に関しては、若い保護者が安心して子育てできるよう、幼児教育無

償化や認定こども園の指定促進、市町村レベルでの相談・支援機能充実に速やかに取り組

む必要がある。 
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 「留学生３０万人計画」においては、レベルの高い留学生を多数受け入れようとする大学への

重点的支援、留学生のための宿舎、奨学金等の充実、日本への優秀な留学生誘致のため

の世界的支援・広報活動など、国際競争力強化や安全保障の観点からも国家戦略として迅

速に取り組む必要がある。また、我が国の多くの学生に外国での研鑽等の国際体験を積ま

せる必要がある。 

 

 さらに、世界のグローバル化に対応し、世界の共通言語としての英語教育強化が中国、韓国

等のアジア諸国やＥＵ諸国において急激に進んでいる。真の国際人になるには、英語力だけ

でなく、日本のことをよく学び、国語力をしっかり身に付けることが大前提になるのは当然であ

るが、我が国においても、小学校からの英語教育の実施、そのための教員研修の充実やＡＬ

Ｔ等の確保、英語教科書の質・内容の抜本的拡充等、英語教育改革に早急に取り組む必要

がある。 

 

 改訂された新学習指導要領を迅速かつ確実に実施するための教員や教材の充実、特に、学

力・体力向上のための、小学校の理科、算数、体育、芸術、外国語活動等の専科教員確保を

含めた教職員定数の改善、特別支援教育のための教員研修や支援員等の充実が必要であ

る。また、子供の安全確保のための学校施設の耐震化、私学振興、高等教育等の基盤的経

費（国立大学法人運営費交付金、私学経常費補助金）の充実と競争的資金の拡充、家計や

学生の経済的支援の充実等の諸施策を着実かつ計画的に実行していく必要がある。 

 

 このため、これらの施策の実施を裏づける財政的基盤の確保が不可欠であり、教育振興基

本計画の具体的実施を担保するため、今後の歳入改革も見通し、教育投資充実のための上

述のような具体的数値目標を計画に記述する必要がある。 

 

 なお、教育振興基本計画においては、民間からの教育投資を促進するため、寄附に係る優

遇税制について格段の充実・強化を図ることを盛り込むことが重要である。 

 

 また、地方交付税で措置されている図書費、教材費などが十分に予算化されず、地域格差

が生じている（例えば、図書費の措置率は全国平均で７８％、教材費は６６％）。公教育費マ

ップの公表などにより、教育のために措置されている財源が１００％子供たちのために使われ

るよう地方に対し強く促すことが重要である。また、各教育委員会は、全国学力・学習状況調

査や全国体力・運動能力調査を活用し、子供の実態を踏まえた学力、体力向上策を講じる必

要がある。 

 

 

２．教育再生会議報告の確実な実行 

 

教育再生会議報告で提言された事項については、本年３月末の学習指導要領改訂、平成２０

年度予算、通常国会での関連する法律の成立や法案の提出など、実施に向けた取り組みが行

われている。 

また、教育振興基本計画に関する中央教育審議会答申においては、子供の学力の向上、体
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験活動の推進、体力の向上、私学振興、高等学校や大学等における教育の質の保障、大学の国

際化、世界最高水準の大学・大学院の形成をはじめ多くの事項が盛り込まれているが、さらに、

以下の点について、教育再生の実現に向けた積極的な取り組みが求められる。 

 

(1)全ての子供に体験活動の機会を提供する。地域ぐるみで子供を育てる仕組みを今後５年

間で全ての小・中学校区で作る 

全ての子供への自然体験・農山漁村体験（小学校で１週間）、社会体験（中学校で１週間）、

奉仕活動（高等学校で必修化）の機会の提供を目指し、関係府省が連携して支援する。 

また、国、地方公共団体は、「放課後子どもプラン」の全小学校区（２万か所）での実施、「学

校支援地域本部」の全中学校区（１万か所）での実施を実現する。これらを通じて、子供たちの

補充学習や、体験活動を積極的に進める。 

 

(2)スポーツ、文化に関する教育を充実する 

 国、地方公共団体は、スポーツ・リーダー・バンクの充実、子供が伝統芸能などを体験する機

会の拡充を図る。国によるスポーツ振興策を抜本的に強化する。 

 

(3)専科教員を増やす。社会人や大学院修了者を大量に登用する 

国、地方公共団体は、理科、算数、体育、芸術などの専科教員を増やす。その際、教育委員

会は、社会人、大学院修了者等を、採用者の２割を目指し、積極的に登用する。 

また、教育委員会は、教師塾など採用前から優れた教員を養成・確保する取り組みを進め

る。 

 

(4)全ての教育委員会が「学校問題解決支援チーム」を設ける。市町村教育委員会、学校（長）

への分権改革を推進する 

全ての教育委員会が、今後５年間で「学校問題解決支援チーム」を設置することを目指す。 

都道府県教育委員会から市町村教育委員会への分権を進め、学校（長）の裁量を拡大する

ため、国は、県費負担教職員の人事権の委譲など、義務教育に関する行財政の仕組みについ

て早急に検討を行う。 

 


